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                                       （自動車交通部） 

■ 公示第１１号 

 

 道路運送法施行規則第５５条の規定により次のとおり公示する。 

  本件について意見聴取の申請をしようとするときは、公示の日から１０日以内に下記に掲げる事

項を記載した文書を当該申請事案を管轄する運輸支局長を経由し運輸局長あて提出されたい。 

  なお、郵送による申請の場合にあっては、消印が公示の日から１０日以内のものとする。 

 

記 

 

   １．申請者の氏名又は名称（住所並びに代表者の氏名省略） 

      ２．事案の件名及びその番号 

   ３．意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名 

   ４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項 

 

     平成２８年６月３日 

 

北陸信越運輸局長  江角 直樹 

 

 （事案の件名）   一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金変更認可申請 

事案番号 
申請者の氏名又は名称 

（法人番号） 
運賃ブロック 

事  案  の  概  要 

運賃及び料金の

種類 
現  行 申  請 

 

28 旅 

第 1 号 

 

となみ観光交通株式

会社 

（9230001008358） 

 

富山地区 

 

回数割引 

(利用回数割引) 

(営業区域：砺波

市 B、南砺市) 

 

設定あり 

 ポイントカードに

より回数の確認を行

い、運行１回につき

運賃精算後１ポイン

トを付与し、２０ポ

○ 公   示 

 
公  示 △一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金変更認可申請について          ････P 1 
     △一般乗合旅客自動車運送事業の路線一部廃止届出に関する公示について      ････P 2 
     △一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金変更認可申請について     ････P 3 
許認可等 △指定自動車整備事業の指定                       ････P 4 

 △自動車分解整備事業の認証                       ････P 4 

目     次 

北陸信越運輸局報 
http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/ 

 

平成２８年 ６月１３日（月曜日）  第４８０号  

国土交通省 北陸信越運輸局                              毎月３回（1 日・11 日・21 日発行） 

明日の交通・環境を創造します。 
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 イントに達した運行

の運賃精算後に満点

レシートを発行し、

その後の運行時に満

点レシートが提示さ

れた場合に限り適用

する。 

 運賃及び料金の精

算は、運賃メーター

表示額から満点レシ

ート１枚につき５０

０円を減じた差額を

収受するものとす

る。 

 

 
■ 公示第１４号 

 
道路運送法施行規則第１５条の６の規定により次のとおり公示する。 
本件について意見聴取の申請をしようとするときには、公示の日から１０日以内に下記に掲げる

事項を記載した文書を当該届出事案を管轄する運輸支局長を経由し運輸局長あて提出されたい。 
なお、郵送による申請の場合にあっては、消印が公示の日から１０日以内のものとする。 

 

記 
 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 
２．届出の件名及びその番号 
３．意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名 
４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項 

 
平成２８年６月１０日 

北陸信越運輸局長  江角 直樹 
 
（事案の種類）   一般乗合旅客自動車運送事業の路線一部廃止届出 

事案 
番号 

一般乗合旅客自

動車運送事業者

の名称 

路   

線 廃止の予定日 廃止を必要とする理由 

28 旅 

第２号 

 
新潟交通観光バ

ス株式会社 
(3110001002080) 

 

 
別紙 
 

平成２８年１０月１日 
廃止する路線は、これまで増収施策・

経費削減策を講じながら維持存続を図

ってきたが、利用者の減少に歯止めが

かからず、赤字額が年々増加したこと

から廃止しようとするもの。 28 旅 

第３号 

 
新潟交通観光バ

ス株式会社 
(3110001002080) 

 

 
 
別紙 
 
 

平成２８年１０月１日 
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・意見の聴取の実施予定日及び場所 
平成２８年７月４日及び５日    北陸信越運輸局 聴聞室 予定 

 

別 紙 
28 旅第２号 

（１）新潟県新潟市江南区亀田早通３２３３番地先から 

新潟県村上市上助渕１６０４番地先まで        ５８．４㎞ 

（２）新潟県村上市上助渕１０２７番地５先から 

新潟県村上市羽黒町１７番地先まで           ０．９㎞ 

 

 

28 旅第３号 

（１）新潟県新潟市江南区太右エ門新田４８５番３先から 

新潟県新潟市江南区久蔵興野３０１番１先まで      ０．５㎞ 

（２）新潟県新潟市江南区太右エ門新田４８６番４先から 

新潟県新潟市江南区久蔵興野２９２番２先まで      ０．５㎞ 

（３）新潟県新潟市江南区太右エ門新田５３６番１先から 

新潟県新潟市江南区太右エ門新田３０５番先まで      ０．２㎞ 

（４）新潟県新潟市江南区字田山先から 

新潟県東蒲原郡阿賀町津川１２６９番地先まで     ４８．２㎞ 

 
■ 公示第１５号 

 
  道路運送法施行規則第５５条の規定により次のとおり公示する。 

  本件について意見聴取の申請をしようとするときは、公示の日から１０日以内に下記に掲げる事

項を記載した文書を当該申請事案を管轄する運輸支局長を経由し運輸局長あて提出されたい。 

  なお、郵送による申請の場合にあっては、消印が公示の日から１０日以内のものとする。 

 

記 

 

   １．申請者の氏名又は名称（住所並びに代表者の氏名省略） 

      ２．事案の件名及びその番号 

   ３．意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名 

   ４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項 

 

      平成２８年６月１０日 

 

北陸信越運輸局長  江角 直樹 

 

  （事案の件名）   一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金変更認可申請 

事案番号 
申請者の氏名又は名称 

（法人番号） 
運賃ブロック 

事  案  の  概  要 

運賃及び料金の

種類 
現  行 申  請 

 

28 旅 

第 4 号 

 

有限会社東重機運輸 

（8110002000525） 

 

新潟県 A地区 

 

子育て支援割引 

 

設定あり 

(H28.7.7

 新潟市が発行する

「すこやかパスポー

ト」を所持している
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まで） 者を対象とし、現金

払いの時のみ該当カ

ードを提示した際に

１割引を実施する。 

 

 
 

 
 

■ 指定自動車整備事業の指定（自動車技術安全部） 

 

指定番号 北信指第２０２３８号 

指定年月日 平成２８年６月６日 

事業者名 株式会社スズキ自販長野（法人番号 1100001001580） 

事業場の名称 スズキアリーナ信州上田 

事業場の所在地 長野県上田市古里字宝来１５６７番地２ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、 

小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０２３９号 

指定年月日 平成２８年６月９日 

事業者名 ＮＴＰヴィークルグループ株式会社 

（法人番号 5180001112846） 

事業場の名称 ＮＴＰヴィークルグループ株式会社 Ｖｏｌｋｓｗａｇｅｎ

松本 

事業場の所在地 長野県松本市渚二丁目９番４０号 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、 

小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

■ 自動車分解整備事業の認証（自動車技術安全部） 

 

認証番号 長認証第４１８号 

認証年月日 平成２８年５月２０日 

事業者名 百瀨 晴男 

事業場の名称 モーターサービスＭＯＭＯ 

事業場の所在地 長野県茅野市米沢字塩ノ原６９５１番地１ 

自動車分解整備事業の種類 普通自動車分解整備事業、小型自動車分解整備事業 

○ 許 認 可 等 
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対象とする自動車の種類 普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、小型三輪自動車、小型

二輪自動車、軽自動車 

対象とする装置の種類 原動機、動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝、連結 

業務範囲の限定 なし 

 

認証番号 長認証第４１９号 

認証年月日 平成２８年６月１日 

事業者名 株式会社 ArtAsahi 西牧自動車（法人番号 5100001027853） 

事業場の名称 株式会社 ArtAsahi 西牧自動車 

事業場の所在地 長野県上田市住吉字篭田３４０番地９ 

自動車分解整備事業の種類 普通自動車分解整備事業、小型自動車分解整備事業 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、

小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

対象とする装置の種類 原動機、動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝、連結 

業務範囲の限定 なし 

 

認証番号 長認証第４２０号 

認証年月日 平成２８年６月１日 

事業者名 三田 涼太 

事業場の名称 Garage Blue Blue 

事業場の所在地 長野県上田市長瀬字宮下２８８５番地１ 

自動車分解整備事業の種類 普通自動車分解整備事業、小型自動車分解整備事業 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、

小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

対象とする装置の種類 原動機、動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝、連結 

業務範囲の限定 なし 

 

 

以上 


